
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トイレトレーラーの購入に係る仕様書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月 

ふじみ野市総務部危機管理防災課 
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１ 物品名 

トイレトレーラー（以下「車両」という。） 

２ 納品期日等 

(1) 納品期日：契約締結日から令和 8年 2月 27日（金）まで 

(2) 納入場所：ふじみ野市内（納入時に指定する） 

(3) 納入台数：1台 

３ 関係法令 

本車両は、当該仕様書によるほか次の関係法令に定める規格、基準に適合するものであること。 

(1) 道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号） 

(2) 道路運送車両の保安基準（昭和 26年運輸省令第 67号） 

(3) その他の関係法令等 

４ 契約締結後提出書類 

受注者は、契約締結後、次の書類各１部を提出し、承認を受けるものとする。 

(1) 製作工程表 

(2) 車両概要図（パンフレット等） 

(3) その他、当市が必要とするもの 

５ 検査及び登録 

(1) 受注者は、車両納入時に当市の指定する場所にて試運転を行い、完成検査を受けなければな

らない。 

(2) 自動車新規登録等納入に関する諸手続きについて、法令等適合するよう受注者が責任をもっ

て解決することとし、自動車新規登録等納入に関する諸手続きに係る諸経費の負担については

受注者の負担とする。（ただし、自動車損害賠償保険料及び自動車重量税については、当市が

負担する。なお、自動車損害賠償保険期間は 25か月とする。） 

(3) 受注者は、車両納入時に次の書類、図面等を当市に提出しなければならない。 

① 自動車検査証（写し含む） 

② 自動車損害賠償責任保険証明書（写し含む） 

③ 納入内訳書 

④ 車両、装備品および積載品等の保証書 

⑤ 車両取扱説明書 

⑥ 完成写真（前後左右） 

⑦ 各設備の予備の鍵を各２本 

⑧ その他、当市が必要とする書類または図面等 

６ 車両管理 

納入前、車両に損傷等があった場合は、当市に速やかに連絡し、受注者が一切の責任を負うこ

ととする。 

７ けん引器具の取り付けについて 

当市が用意するトイレトレーラー用けん引車両に、受注者の負担でけん引器具の取り付けを行

うものとする。 

８ 点検、保証及び故障等対応 

(1) 納入時には、各部の清掃手入れを実施の上、十分な点検整備を行っておくこと。 
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(2) 納入後、保証期間中に故障（事故及び過失の損傷は除く）が生じた場合は、無償交換（修理）

を行うものとする。また、当市から連絡を受けたときは、直ちに技術者等を派遣し、速やかに

運用可能な状態とすること。 

(3) 保証期間後も、使用期間中における素材、設計、組立等の不備による故障、破損等の欠陥を

認めた場合は、受注者が全て無償交換（修理）を行うものとする。 

９ 取り扱い方法の説明について 

受注者は、納入時または納入時までに車両の操作及び付属品等の取り扱い方法の説明を実施す

ること。なお、実施日等については別途協議し決定すること。 

10 車両ラッピングについて 

車両の 4面（前後左右）にラッピングを施工するものとし、ラッピングデザインについては、

当市と十分に協議し決定すること。 

11 災害時のネットワークについて 

(1) 受注者は、国内の企業、自治体が参加する車両の要請、派遣に関するネットワークを有して

いること。 

(2) 受注者は、災害派遣の実績から有するノウハウ等を活用し、車両の有効活用及び導入による

高い防災・減災効果を得られるよう努めること。 

12 購入後のサポート体制について 

(1) 本市から連絡を受けた故障・破損内容について、最善の修理方法等を検討し、当市と協議の

上、対応すること。 

(2) 購入後に車両の修理、整備及び点検（自動車検査登録制度含む）を実施できるサービス拠点

が関東１都６県内（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）に構築さ

れていること。 

13 契約の解除について 

本事業は、新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）に基づいて実施する

事業であるため、履行期限までに納入できない場合は、契約を解除できるものとする。 

14 仕様について 

車両の仕様に関する詳細については、以下のとおりとする。なお、仕様については、当市と十

分に協議し決定すること。 

用途 トイレトレーラー 

車両サイズ 全長 5,700 ㎜×全幅 2,500㎜×全高 3,800 ㎜ 以下 

車軸 二軸 

トイレ室数 4室以上 

トイレ室の仕様 室内寸法 奥行 1,000 ㎜×室内幅 1,500㎜×室内高 2,100 ㎜ 以上 

洋式便座 

二重ロック付扉 

LED照明（室内・室外）※交換が容易であること 

衣類掛け等のフックまたは荷物のおける棚（耐荷重５kg以上） 

電動換気扇 

開閉式窓 

洗面台 

化粧鏡 
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サニタリーボックス 

室内手摺 

トイレットペーパー等収納庫 

ベビーキープ 

手摺付き収納式ステップ 

備品等保管 

スペース 

備品等を保管するスペースを設けること 

幅 900 ㎜×奥行 2,100 ㎜×高さ 950mm以上（２箇所） 

トイレルーム 水洗い掃除可能で各室ドレンが設置されていること 

寒冷地仕様 寒冷地でも使用できること 

タイヤ スタッドレスタイヤ 

スペアタイヤ ケース付きスペアタイヤ（スタッドレスタイヤ）1個 

その他 バックモニターカメラ 

専用カバー 

牽引装置 牽引機器取付（トイレトレーラー及び牽引車両） 

設置装置 引き伸ばし式アウトリガー（４箇所） 

清水タンク容量 400ℓ以上 

汚物タンク容量 800ℓ以上 

積載運搬可能容量 1,000ℓ以上 

車両重量 2,490 ㎏以下 

車両総重量 3,490 ㎏以下 

給水方法 タンク給水 

直接給水 

汚物排水方法 バキューム 

下水落下式 

電力 バッテリー（100A以上を３個） 

ソーラー発電（充電）システム（150W以上） 

外部からの電力供給可能 

 

15 その他 

(1) 完成した車両の回送費用、試験および車両の取り扱い技術指導に伴う費用は、全て受注者が

負担すること。 

(2) 価格提案書に記載する金額は、消費税及び地方消費税、納入及び登録に係る一切の費用（自

動車損害賠償責任保険料、自動車重量税は除く。）を含むこと。 

(3) 自動車損害賠償責任保険料、自動車重量税は本市が別払いするため、納入時請求書を提出す

ること。 

 

 


